
 

7. 使用基準の改正について 

食品衛生法第 11 条第 1 項の規定に基づき、亜塩素酸ナトリウムを「かずのこの塩

蔵加工品（塩かずのこ）」に使用できるように、現行の使用基準を次のとおり改める。 

 

（現行） 

亜塩素酸ナトリウムは、かずのこの調味加工品（干しかずのこ及び冷凍かずのこを

除く。）、かんきつ類果皮（菓子製造に用いるものに限る。）、さくらんぼ、生食用野菜

類、卵類（卵殻の部分に限る。以下この目において同じ。）、ふき、ぶどう及びもも以

外の食品に使用してはならない。亜塩素酸ナトリウムの使用量は、亜塩素酸ナトリウ

ムとして、かずのこの調味加工品（干しかずのこ及び冷凍かずのこを除く。）生食用

野菜類、卵類にあっては浸漬液 1kg につき 0.50ｇ以下でなければならない。また、

使用した亜塩素酸ナトリウムは、最終食品の完成前に分解し、又は除去しなければな

らない。 

 

（改正案） 

亜塩素酸ナトリウムは、かずのこの加工品（干しかずのこ及び冷凍かずのこを除

く。）、かんきつ類果皮（菓子製造に用いるものに限る。）、さくらんぼ、生食用野菜類、

卵類（卵殻の部分に限る。以下この目において同じ。）、ふき、ぶどう、もも以外の食

品に使用してはならない。亜塩素酸ナトリウムの使用量は、亜塩素酸ナトリウムとし

て、かずのこの加工品（干しかずのこ及び冷凍かずのこを除く。）生食用野菜類、卵

類にあっては浸漬液 1kg につき 0.50ｇ以下でなければならない。また、使用した亜

塩素酸ナトリウムは、最終食品の完成前に分解し、又は除去しなければならない。 
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（参考） 

これまでの経緯 

 

平成２１年４月１３日 厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに添

加物の使用基準の改正に係る食品健康影響評価に

ついて依頼 

 

平成２１年４月２３日 第２８３回食品安全委員会（依頼事項説明） 

 

平成２１年５月１８日 第７１回食品安全委員会添加物専門調査会 

 

平成２１年６月１１日      第２８９回食品安全委員会（報告） 

～平成２１年７月１０日   食品安全委員会における国民からの意見聴取 

 

平成２１年６月２３日    薬事・食品衛生審議会へ諮問 

 

平成２１年６月２４日    薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会 
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●薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会（平成 21年 6月現在） 

 [委員] 

                                ※部会長                              

氏  名 所   属 

井手 速雄 東邦大学薬学部教授 

井部 明広 東京都健康安全研究センター 

鎌田 洋一 国立医薬品食品衛生研究所衛生微生物部第四室長 

北田 善三 畿央大学健康科学部教授 

佐藤 恭子 国立医薬品食品衛生研究所食品添加物部第一室長 

棚元 憲一 元国立医薬品食品衛生研究所食品添加物部長 

西川 秋佳 
国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター病理

部長 

堀江 正一 大妻女子大学家政学部 

村田 容常 お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教授 

山内 明子 日本生活協同組合連合会組織推進本部 本部長 

山川 隆 東京大学大学院農学生命科学研究科准教授 

山崎 壮 国立医薬品食品衛生研究所食品添加物部第二室長 

山添 康 東北大学大学院薬学研究科教授 

由田 克士 

 

独立行政法人国立健康・栄養研究所 栄養疫学プログラム国民

健康・栄養調査プロジェクトリーダー 

若林 敬二※ 国立がんセンター研究所 所長 
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